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提案理由 

 県営土地改良事業における土地改良法の手続きを要しない事業について分担金を定めるため改正

しようとする。 

 



   高山市分担金徴収条例の一部を改正する条例 

 高山市分担金徴収条例（昭和５６年高山市条例第１５号）の一部を次のように改正する。 

改  正  前 改  正  後 

別表第１（第１条―第３条関係） 

事業区分 事業名 被徴収者の範囲等 分担金の率 

１の部～４の部 （略） 

備考  

１・２ （略） 

３ 公共事業及び県単独事業の分担率は、補助残額の２分の１を上限とする。 
 

別表第１（第１条―第３条関係） 

事業区分 事業名 被徴収者の範囲等 分担金の率 

１の部～４の部 （略） 

５ 県営土地

改良事業 

(1) かんがい

排水事業 

受益者で、その事業の施行に係る農業用

排水路の利用地域内に農用地を所有又

は耕作しているもの 

事業費の１００分の１５ 

備考  

１・２ （略） 

３ 公共事業、県単独事業及び県営土地改良事業の分担率は、補助残額の２分の１を上限とする。 
 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行し、改正後の高山市分担金徴収条例の規定は、平成３０年４月１日以後に施行する事業に係る分担金について適用する。 

 


